
�愛媛県告示第７２４号
地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２８６条第１項本文の

規定により、次のとおり愛媛県町村議会議員公務災害補償等

組合の規約の変更を許可した。

平成１６年４月２日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 変更事項

市町村合併に伴い、平成１６年３月３１日をもって、新宮村

、土居町、三瓶町、明浜町、宇和町、野村町及び城川町が

組合から脱退するとともに、組合に加入できる議員の範囲

を拡大する。

２ 規約変更年月日

平成１６年４月１日

３ 規約変更許可年月日

平成１６年３月２５日

�������
�愛媛県告示第７２５号
地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２８６条第１項本文の

規定により、次のとおり愛媛県自治会館管理組合の規約の変

更を許可した。

平成１６年４月２日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 変更事項

市町村合併により、平成１６年３月３１日をもって、新宮村

、土居町、三瓶町、明浜町、宇和町、野村町及び城川町が

組合から脱退することに伴い、組合議員定数を変更する。

２ 規約変更年月日

平成１６年４月１日

３ 規約変更許可年月日

平成１６年３月２５日

�������
�愛媛県告示第７２６号
地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２８６条第１項本文の

規定により、次のとおり愛媛県消防団員等災害補償退職報償

金組合を組織する地方公共団体の数の増減を許可した。

平成１６年４月２日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 増減内容

川之江市、伊予三島市、新宮村、土居町、三瓶町、明浜

町、宇和町、野村町、城川町、宇摩地区広域市町村圏組合

及び東宇和事務組合の脱退

２ 増減年月日

平成１６年３月３１日

３ 増減許可年月日

平成１６年３月２５日

�������
�愛媛県告示第７２７号
地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２８６条第１項本文の

規定により、次のとおり愛媛県市町村交通災害共済組合を組

織する地方公共団体の数の増減を許可した。

平成１６年４月２日

愛媛県知事 加 戸 守 行

平成１６年４月２日金曜日 第１５４６号
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１ 増減内容

新宮村、土居町、三瓶町、明浜町、宇和町、野村町及び

城川町の脱退

２ 増減年月日

平成１６年３月３１日

３ 増減許可年月日

平成１６年３月２５日

�������
�愛媛県告示第７２８号
地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２８６条第１項本文の

規定により、次のとおり愛媛県市町村職員退職手当組合を組

織する地方公共団体の数の増減を許可した。

平成１６年４月２日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 増減内容

川之江市、新宮村、土居町、三瓶町、明浜町、宇和町、

野村町、城川町、三瓶町明浜町衛生事務組合、東宇和事務

組合及び東宇和衛生事務組合の脱退

２ 増減年月日

平成１６年３月３１日

３ 増減許可年月日

平成１６年３月２５日

�������
�愛媛県告示第７２９号
地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２８６条第１項本文の

規定により、次のとおり八幡浜地区施設事務組合を組織する

地方公共団体の数の増減を許可した。

平成１６年４月２日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 増減内容

三瓶町の脱退

２ 増減年月日

平成１６年３月３１日

３ 増減許可年月日

平成１６年３月２５日

�������
�愛媛県告示第７３０号
地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２８６条第１項本文の

規定により、次のとおり八幡浜・大洲地区広域市町村圏組合

を組織する地方公共団体の数の増減を許可した。

平成１６年４月２日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 増減内容

三瓶町、明浜町、宇和町、野村町及び城川町の脱退

２ 増減年月日

平成１６年３月３１日

３ 増減許可年月日

平成１６年３月２５日

�������
�愛媛県告示第７３１号
地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２８６条第１項本文の

規定により、次のとおり南予水道企業団を組織する地方公共

団体の数の増減を許可した。

平成１６年４月２日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 増減内容

三瓶町及び明浜町の脱退

２ 増減年月日

平成１６年３月３１日

３ 増減許可年月日

平成１６年３月２５日

�������
�愛媛県告示第７３２号
次の病院は、救急病院等を定める省令（昭和３９年厚生省令

第８号）第１条第１項の規定による救急病院である。

平成１６年４月２日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�������
�愛媛県告示第７３３号
次の病院は、救急病院等を定める省令（昭和３９年厚生省令

第８号）第１条第１項の規定による救急病院である。

平成１６年４月２日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�������
�愛媛県告示第７３４号
次の病院は、救急病院等を定める省令（昭和３９年厚生省令

第８号）第１条第１項の規定による救急病院である。

平成１６年４月２日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第７３５号
大規模小売店舗立地法（平成１０年法律第９１号。以下「法」という。）第６条第１項の規定による届出があったので、同条第

３項において準用する法第５条第３項の規定に基づき、次のとおり告示する。

当該届出は、愛媛県経済労働部産業支援局経営支援課及び松山地方局産業経済部商工労政課並びに松山市役所において告示

名 称 所 在 地 開 設 者 名 認 定 の
有効期限

公立学校共済組
合四国中央病院 川之江市川之江町２２３３ 公立学校

共済組合
平成１９年
３月２５日
まで

名 称 所 在 地 開 設 者 名 認 定 の
有効期限

愛媛県立伊予三
島病院

伊予三島市中之庄町１６
８４番地の２ 愛 媛 県

平成１９年
３月３１日
まで

名 称 所 在 地 開 設 者 名 認 定 の
有効期限

愛媛県立南宇和
病院

南宇和郡城辺町甲２４３３
番地第１ 愛 媛 県

平成１９年
３月３１日
まで

��������������
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�������
�愛媛県告示第７３６号
瀬戸町土地改良区から認可申請のあった新たな土地改良事

業（農業用用排水施設整備事業・塩成北地区）の施行は、適

当と認められるので、土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）

第４８条第９項において準用する同法第８条第６項の規定によ

り、次のとおり関係書類を縦覧に供する。

平成１６年４月２日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 縦覧に供すべき書類の名称

新規土地改良事業（農業用用排水施設整備事業・塩成北

地区）計画書の写し

２ 縦覧期間

平成１６年４月５日から５月６日まで

３ 縦覧場所

瀬戸町役場

�������
�愛媛県告示第７３７号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第８７条第１項の規定

により、東予市高田、三芳地域に係る県営土地改良事業計画

を定めたので、同条第５項の規定により、次のとおり当該土

地改良事業計画書の写しを縦覧に供する。

平成１６年４月２日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 縦覧に供すべき書類の名称

県営土地改良事業（湛水防除事業・高田地区）計画書の

写し

２ 縦覧期間

平成１６年４月５日から５月６日まで

３ 縦覧場所

東予市役所

�������
�愛媛県告示第７３８号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第９６条の２第１項の

規定により、大西町から協議のあった町営土地改良事業（県

単独補助土地改良事業（かんがい排水）・笹ヶ谷地区）の施

行に平成１６年３月１９日同意した。

平成１６年４月２日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�������
�愛媛県告示第７３９号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第９６条の２第１項の

規定により、宮窪町から協議のあった町営土地改良事業（県

単独補助土地改良事業（かんがい排水）・ナベタ池地区）の

施行に平成１６年３月１９日同意した。

平成１６年４月２日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�������
�愛媛県告示第７４０号
今治市から協議のあった市営土地改良事業（ため池等整備

及び農業用用排水施設整備事業・野間北地区）の計画の変更

は、適当と認められるので、土地改良法（昭和２４年法律第１

９５号）第９６条の３第５項及び第４８条第９項において準用する

同法第８条第６項の規定により、次のとおり関係書類を縦覧

に供する。

平成１６年４月２日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 縦覧に供すべき書類の名称

市営土地改良事業（ため池等整備及び農業用用排水施設

整備事業・野間北地区）変更計画書の写し

２ 縦覧期間

平成１６年４月５日から５月６日まで

３ 縦覧場所

の日から４月間縦覧に供する。

平成１６年４月２日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 変更の届出の概要

２ 意見書の提出

この告示に係る大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のため配慮すべき事項について意見を有

する者は、告示の日から４月以内に、愛媛県に次のとおり意見書を提出することができる。

なお、提出された意見書は、その概要を告示するとともに、愛媛県経済労働部産業支援局経営支援課及び松山地方局産業

経済部商工労政課並びに松山市役所において告示の日から１月間縦覧に供する。

� 意見書に記載すべき事項

ア 提出者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名

イ 当該大規模小売店舗の名称

ウ 当該大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のため配慮すべき事項についての意見

� 提出先

愛媛県経済労働部産業支援局経営支援課

大規模小売店舗の名称 大規模小売店舗の所
在地 変更した事項 変 更 前 変 更 後 変 更 の

年 月 日
届 出
年 月 日

マルナカ中央通り店 松山市中央一丁目１
番３６号

大規模小売店舗の名称及び
所在地

マルナカ中央店
松山市中央一丁目
８７６番１

マルナカ中央通り
店
松山市中央一丁目
１番３６号

平成１６年
３月１８日

平成１６年
３月１８日

愛 媛 県 報平成１６年４月２日 第１５４６号
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今治市役所

�������
�愛媛県告示第７４１号
今治市から協議のあった市営土地改良事業（農業用道路整

備事業・野間北地区）の計画の変更は、適当と認められるの

で、土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第９６条の３第５項

及び第４８条第９項において準用する同法第８条第６項の規定

により、次のとおり関係書類を縦覧に供する。

平成１６年４月２日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 縦覧に供すべき書類の名称

市営土地改良事業（農業用道路整備事業・野間北地区）

変更計画書の写し

２ 縦覧期間

平成１６年４月５日から５月６日まで

３ 縦覧場所

今治市役所

�������
�愛媛県告示第７４２号
公有水面埋立法（大正１０年法律第５７号。以下「法」という

。）第２２条第１項の規定により、次のように埋立てに関する

工事のしゅん功を認可した。

なお、法第２２条第３項に規定する図書は、双海町役場にお

いて告示の日から起算して１０年を経過する日まで閲覧するこ

とができる。

平成１６年４月２日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ しゅん功認可を受けた者の氏名又は名称及び住所並びに

法人にあっては、その代表者の氏名及び住所

双海町

伊予郡双海町大字上灘甲５８２１番地６

代表者 町長 上田 稔

伊予郡双海町大字上灘甲５４４８番地１

２ 埋立区域

� 位置

伊予郡双海町大字上灘甲５７５０番３の地先公有水面

� 区域

次の�点から�点までを順次直線で結んだ線及び�点
と�点を直線で結んだ線により囲まれた区域
基点（上灘漁港－２．５メートル物揚場用地内に設置さ

れた金属鋲Ｊ２５）は、北緯３３度４１分３６秒、東経１３２度３８

分１０秒の地点

�点は、基点から真北２０９度１５分５５秒１５０．４６メートル
の地点

�点は、�点から真北４９度３５分５７秒５．８６メートルの地
点

�点は、�点から真北４６度５７分５３秒８．６６メートルの地
点

�点は、�点から真北５１度１６分３．０２秒メートルの地点
�点は、�点から真北１３１度１７分３６秒６．７８メートルの

地点

�点は、�点から真北２２５度３１分５０秒０．６１メートルの

地点

�点は、�点から真北１３５度３０分３５秒０．５６メートルの
地点

	点は、�点から真北２２３度５１分００秒７．４０メートルの
地点


点は、	点から真北２３２度１６分０４秒７．３６メートルの
地点

�点は、
点から真北２６４度４４分２４秒２．６１メートルの
地点

� 面積

１３０．７３平方メートル

３ 埋立ての免許の年月日及び番号

平成１５年５月２１日 愛媛県指令１５港第１０１５６号

４ しゅん功認可年月日

平成１６年４月２日

�������
�愛媛県告示第７４３号
公有水面埋立法（大正１０年法律第５７号。以下「法」という

。）第２２条第１項の規定により、次のように埋立てに関する

工事のしゅん功を認可した。

なお、法第２２条第３項に規定する図書は、御荘町役場にお

いて告示の日から起算して１０年を経過する日まで閲覧するこ

とができる。

平成１６年４月２日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ しゅん功認可を受けた者の氏名又は名称及び住所並びに

法人にあっては、その代表者の氏名及び住所

愛媛県

松山市一番町四丁目４番地２

代表者 知事 加戸 守行

松山市北持田町１２２番地

２ 埋立区域

� 位置

南宇和郡御荘町高畑８５５番１から同町高畑１８９番１に

至る地先公有水面

� 区域

次の１点から６３点までを順次直線で結んだ線及び６３点

と１点を直線で結んだ線により囲まれた区域

基点（南宇和郡御荘町高畑８６０番地先に設置された標

識杭）は、北緯３２度５７分４４秒、東経１３２度３０分５８秒の地

点

１点は、基点から真北１８８度５４分０７秒５８．０７メートル

の地点

２点は、１点から真北１８５度３４分４５秒１１．０５メートル

の地点

３点は、２点から真北１８３度２０分５１秒７．３８メートルの

地点

４点は、３点から真北１７９度５９分４６秒７．０１メートルの

地点

５点は、４点から真北１７７度３７分５０秒１１．６２メートル

の地点

６点は、５点から真北１７１度４３分００秒１０．７９メートル

の地点
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７点は、６点から真北１６４度０８分４４秒９．９０メートルの

地点

８点は、７点から真北１５６度１０分３８秒９．２２メートルの

地点

９点は、８点から真北１５０度００分４０秒５．６６メートルの

地点

１０点は、９点から真北１４４度１１分０９秒４．３２メートルの

地点

１１点は、１０点から真北１４０度３４分１０秒９．７３メートルの

地点

１２点は、１１点から真北１３２度１０分５９秒９．３４メートルの

地点

１３点は、１２点から真北１２６度２９分１４秒７．６６メートルの

地点

１４点は、１３点から真北１２４度４５分４３秒７．３７メートルの

地点

１５点は、１４点から真北１１９度５５分２３秒５．６４メートルの

地点

１６点は、１５点から真北２１８度２２分２６秒４．４５メートルの

地点

１７点は、１６点から真北２２０度０８分１３秒１２．２５メートル

の地点

１８点は、１７点から真北１４３度４７分３０秒９．７５メートルの

地点

１９点は、１８点から真北１７９度４７分４５秒１．３８メートルの

地点

２０点は、１９点から真北２３４度４６分５８秒２．７６メートルの

地点

２１点は、２０点から真北１９８度５４分５９秒１．６４メートルの

地点

２２点は、２１点から真北１７２度０７分１９秒６．８５メートルの

地点

２３点は、２２点から真北１６９度３７分０４秒４．０４メートルの

地点

２４点は、２３点から真北１８２度４６分１５秒３．５７メートルの

地点

２５点は、２４点から真北２１０度４８分５４秒２．３６メートルの

地点

２６点は、２５点から真北２３３度３５分３６秒３．８１メートルの

地点

２７点は、２６点から真北２５２度１７分１３秒４．５５メートルの

地点

２８点は、２７点から真北４２度２８分５０秒５．７０メートルの地

点

２９点は、２８点から真北１５度０４分５９秒２．６７メートルの地

点

３０点は、２９点から真北３５９度３６分５０秒２．３１メートルの

地点

３１点は、３０点から真北３４４度０６分４６秒４．０５メートルの

地点

３２点は、３１点から真北３５３度２１分５２秒３．２２メートルの

地点

３３点は、３２点から真北３度５４分５４秒４．３４メートルの地

点

３４点は、３３点から真北１６度４０分２３秒４．１５メートルの地

点

３５点は、３４点から真北２８度５４分２８秒３．３０メートルの地

点

３６点は、３５点から真北２９９度４２分３７秒７．６２メートルの

地点

３７点は、３６点から真北３３２度０１分１０秒４．８３メートルの

地点

３８点は、３７点から真北３０３度３５分３２秒３２．５５メートル

の地点

３９点は、３８点から真北２９９度２８分４４秒６．６５メートルの

地点

４０点は、３９点から真北３０７度２６分５８秒５．０４メートルの

地点

４１点は、４０点から真北３０３度３１分３２秒３４．７８メートル

の地点

４２点は、４１点から真北３４８度４５分１０秒２．１０メートルの

地点

４３点は、４２点から真北１２３度２８分５０秒３７．６９メートル

の地点

４４点は、４３点から真北４９度５５分４５秒１．４９メートルの地

点

４５点は、４４点から真北３２９度１５分２７秒７．５８メートルの

地点

４６点は、４５点から真北３２３度２９分１０秒１２．０２メートル

の地点

４７点は、４６点から真北２８５度４４分４０秒１６．８２メートル

の地点

４８点は、４７点から真北２６０度２１分５１秒５．４４メートルの

地点

４９点は、４８点から真北２９度１７分０４秒１０．１１メートルの

地点

５０点は、４９点から真北２１度１８分２９秒３．５２メートルの地

点

５１点は、５０点から真北１５２度３８分１９秒４．４２メートルの

地点

５２点は、５１点から真北１００度４６分２８秒１２．０１メートル

の地点

５３点は、５２点から真北３１度３０分１４秒６．９４メートルの地

点

５４点は、５３点から真北３５１度４４分５２秒１２．８０メートル

の地点

５５点は、５４点から真北３５９度３８分５６秒９．６３メートルの

地点

５６点は、５５点から真北３２６度００分５６秒２．７０メートルの

地点

５７点は、５６点から真北２９１度１８分４５秒８．８７メートルの

地点

５８点は、５７点から真北４度４９分３６秒６．６５メートルの地

点

５９点は、５８点から真北５４度０７分２６秒２．１３メートルの地

点
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６０点は、５９点から真北１０３度４８分０１秒１１．４６メートル

の地点

６１点は、６０点から真北１１９度０９分２１秒６．３９メートルの

地点

６２点は、６１点から真北６５度２８分０３秒１．１８メートルの地

点

６３点は、６２点から真北２３度２０分５９秒９．２７メートルの地

点

� 面積

２，６６４．７９平方メートル

３ 埋立ての免許の年月日及び番号

昭和６２年８月１４日 愛媛県指令河第５００号

４ しゅん功認可年月日

平成１６年４月２日

�������
�愛媛県告示第７４４号
公有水面埋立法（大正１０年法律第５７号。以下「法」という

。）第２２条第１項の規定により、次のように埋立てに関する

工事のしゅん功を認可した。

なお、法第２２条第３項に規定する図書は、御荘町役場にお

いて告示の日から起算して１０年を経過する日まで閲覧するこ

とができる。

平成１６年４月２日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ しゅん功認可を受けた者の氏名又は名称及び住所並びに

法人にあっては、その代表者の氏名及び住所

御荘町

南宇和郡御荘町平城３０６３番地

代表者 御荘町長 山下 英雄

南宇和郡御荘町中浦１１５１番地

２ 埋立区域

� 位置

ア １工区

南宇和郡御荘町高畑８５１番から同町高畑８１２番１に

至る地先公有水面

イ ２工区

南宇和郡御荘町高畑２３４番１から同町高畑２３３番１

に至る地先公有水面

ウ ３工区

南宇和郡御荘町高畑２３２番１から同町高畑２２６番に

至る地先公有水面

� 区域

ア １工区

次の１点から９点までを順次直線で結んだ線及び９

点と１点を直線で結んだ線により囲まれた区域

基点（南宇和郡御荘町高畑８６０番地先に設置された

標識杭）は、北緯３２度５７分４４秒、東経１３２度３０分５８秒

の地点

１点は、基点から真北１９９度３３分１０秒８９．７９メート

ルの地点

２点は、１点から真北１４６度００分５６秒２．７０メートル

の地点

３点は、２点から真北１７９度３８分５６秒９．６３メートル

の地点

４点は、３点から真北１７１度４４分５２秒１２．８０メート

ルの地点

５点は、４点から真北２１１度３０分１４秒６．９４メートル

の地点

６点は、５点から真北２８０度４６分２８秒１２．０１メート

ルの地点

７点は、６点から真北３３２度３８分１９秒４．４２メートル

の地点

８点は、７点から真北１８度５０分１８秒１１．４８メートル

の地点

９点は、８点から真北７度０８分１５秒１６．７７メートル

の地点

イ ２工区

次の１０点から１５点までを順次直線で結んだ線及び１５

点と１０点を直線で結んだ線により囲まれた区域

基点（南宇和郡御荘町高畑８６０番地先に設置された

標識杭）は、北緯３２度５７分４４秒、東経１３２度３０分５８秒

の地点

１０点は、基点から真北１９３度００分０７秒１２７．９３メート

ルの地点

１１点は、１０点から真北１４３度２９分１０秒１２．０２メート

ルの地点

１２点は、１１点から真北１４９度１５分２７秒７．５８メートル

の地点

１３点は、１２点から真北２２９度５５分４５秒１．４９メートル

の地点

１４点は、１３点から真北３０３度２８分５０秒３７．６９メート

ルの地点

１５点は、１４点から真北８０度２１分３１秒５．４４メートルの

地点

ウ ３工区

次の１６点から３８点までを順次直線で結んだ線及び３８

点と１６点を直線で結んだ線により囲まれた区域

基点（南宇和郡御荘町高畑８６０番地先に設置された

標識杭）は、北緯３２度５７分４４秒、東経１３２度３０分５８秒

の地点

１６点は、基点から真北１７４度３１分２２秒１６７．３７メート

ルの地点

１７点は、１６点から真北１５２度０１分１０秒４．８３メートル

の地点

１８点は、１７点から真北１１９度４２分３７秒７．６２メートル

の地点

１９点は、１８点から真北２０８度５４分２８秒３．３０メートル

の地点

２０点は、１９点から真北１９６度４０分２３秒４．１５メートル

の地点

２１点は、２０点から真北１８３度５４分５４秒４．３４メートル

の地点

２２点は、２１点から真北１７３度２１分５２秒３．２２メートル

の地点

２３点は、２２点から真北１６４度０６分４６秒４．０５メートル

の地点
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２４点は、２３点から真北１７９度３６分５０秒２．３１メートル

の地点

２５点は、２４点から真北１９５度０４分５９秒２．６７メートル

の地点

２６点は、２５点から真北２２２度２８分５０秒５．７０メートル

の地点

２７点は、２６点から真北２５２度３１分２７秒６．８９メートル

の地点

２８点は、２７点から真北２６４度０４分０６秒３．０３メートル

の地点

２９点は、２８点から真北２９４度２６分３４秒１．８７メートル

の地点

３０点は、２９点から真北３２２度４３分１２秒２．０１メートル

の地点

３１点は、３０点から真北３３４度５３分１６秒４．５６メートル

の地点

３２点は、３１点から真北３５１度４６分０７秒２．５８メートル

の地点

３３点は、３２点から真北１１度０４分５９秒２．３７メートルの

地点

３４点は、３３点から真北２５度５３分０３秒２．２９メートルの

地点

３５点は、３４点から真北２７度１７分３２秒１１．３９メートル

の地点

３６点は、３５点から真北１５度１３分２５秒２．７４メートルの

地点

３７点は、３６点から真北２度４０分１０秒２．４３メートルの

地点

３８点は、３７点から真北２０度４８分３９秒２．２７メートルの

地点

� 面積

１工区 ３９６．４９平方メートル

２工区 ２０５．２９平方メートル

３工区 ４７１．５１平方メートル

合 計 １，０７３．２９平方メートル

３ 埋立ての免許の年月日及び番号

昭和６２年８月１４日 愛媛県指令河第５０１号

４ しゅん功認可年月日

平成１６年４月２日

�愛媛県告示第７４５号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、今治地方局建設部において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成１６年４月２日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第７４６号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、今治地方局建設部において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成１６年４月２日

愛媛県知事 加 戸 守 行

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

県 道 桜井山路線
今治市辻堂四丁目７６番１地先から

同市辻堂四丁目７７番１地先まで

旧 ６．８～７．２ ０．０２６

新 １３．０～１３．４ ０．０２６

〃 〃
今治市郷新屋敷町三丁目４０７番２から

同市郷新屋敷町三丁目４０３番２地先まで

旧 ６．６～７．２ ０．１０５

新 １３．０～１５．０ ０．１０５

〃 〃
今治市郷新屋敷町四丁目３８８番２地先から

同市郷六ヶ内町三丁目４５７番４まで

旧 ６．０～７．０ ０．１９７

新 １２．８～２４．０ ０．１９７

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

県 道 桜井山路線
今治市辻堂四丁目７６番１地先から

同市辻堂四丁目７７番１地先まで
平成１６年４月２日

〃 〃
今治市郷新屋敷町三丁目４０７番２から

同市郷新屋敷町三丁目４０３番２地先まで
〃

��������������

��������������

愛 媛 県 報平成１６年４月２日 第１５４６号

３５７



�愛媛県告示第７４７号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、松山地方局久万土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成１６年４月２日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第７４８号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、松山地方局伊予土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成１６年４月２日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第７４９号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、松山地方局伊予土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成１６年４月２日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第７５０号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、八幡浜地方局大洲土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成１６年４月２日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第７５１号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

一 般 国 道 ４９４号
上浮穴郡美川村東川１６５１番１地先から

同村東川１６５１番４地先まで
平成１６年４月２日

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

県 道 広田双海線 伊予郡双海町大字上灘字小屋ヶ谷戊２１８番６
旧 １５．５～２０．５ ０．０１５

新 １５．５～２１．０ ０．０１５

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

県 道 広田双海線 伊予郡双海町大字上灘字小屋ヶ谷戊２１９番３ 平成１６年４月２日

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

県 道 内子双海線
喜多郡内子町城廻７３４番５から

同町城廻７４３番まで

旧 ５．３～３１．４ ０．１０５

新 ９．１～３３．１ ０．１０４

〃 〃
今治市郷新屋敷町四丁目３８８番２地先から

同市郷六ヶ内町三丁目４５７番４まで
〃
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その関係図面は、八幡浜地方局大洲土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成１６年４月２日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第７５２号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、八幡浜地方局大洲土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成１６年４月２日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第７５３号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、八幡浜地方局建設部において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成１６年４月２日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第７５４号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、八幡浜地方局建設部において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成１６年４月２日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第７５５号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、八幡浜地方局西予土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成１６年４月２日

愛媛県知事 加 戸 守 行

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

県 道 内子双海線
喜多郡内子町城廻７３４番５から

同町城廻７４３番まで
平成１６年４月２日

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

一 般 国 道 １９７号
喜多郡肱川町大字宇和川４４４９番地先から

同大字４５０３番１地先まで

旧 １１．１～１５．５ ０．０６０

新 ２６．９～４２．３ ０．０６０

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

県 道 双岩停車場和泉線
八幡浜市鎌倉３番耕地９６番７から

同市谷１０番耕地４２８番５まで

旧 ６．０～１７．８ ０．１０２

新 ６．０～２４．３ ０．１０２

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

県 道 双岩停車場和泉線
八幡浜市鎌倉３番耕地９６番８から

西予市三瓶町和泉字フジウチ乙３９５番３まで
平成１６年４月２日
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�������
�愛媛県告示第７５７号
都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第２１条第２項におい

て準用する同法第２０条第２項の規定に基づき、松山広域都市

計画用途地域の変更に係る都市計画の図書の写しを愛媛県庁

において公衆の縦覧に供する。

平成１６年４月２日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�������
�愛媛県告示第７５８号
都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第２１条第２項におい

て準用する同法第２０条第２項の規定に基づき、松山広域都市

計画臨港地区の変更に係る都市計画の図書の写しを愛媛県庁

において公衆の縦覧に供する。

平成１６年４月２日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�������
�愛媛県告示第７６０号
国土利用計画法（昭和４９年法律第９２号）第９条第１項の規

定に基づき、昭和５６年４月２１日改定した愛媛県土地利用基本

計画の一部を次のように変更した。

変更後の土地利用基本計画書及び土地利用基本計画図は、

愛媛県庁、各市役所及び市町村役場において一般の縦覧に供

する。

平成１６年４月２日

愛媛県知事 加 戸 守 行

別添土地利用基本計画図の一部を次のように改める。

（図面省略）

�������
�愛媛県告示第７６１号
地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２５２条の３６第１項の

規定に基づき、次のとおり包括外部監査契約を締結した。

平成１６年４月２日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 包括外部監査契約を締結した者の氏名及び住所

眞鍋 清

松山市歩行町二丁目６番地３

２ 包括外部監査契約の期間の始期

�愛媛県告示第７５６号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、八幡浜地方局西予土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成１６年４月２日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第７５９号
都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第３６条第１項に規定する開発行為に関する工事が次のとおり完了した。

平成１６年４月２日

愛媛県知事 加 戸 守 行

検 査 済 証 の 番 号
及 び 交 付 年 月 日

工 事 を 完 了 し た 開 発 区 域 又 は
工 区 に 含 ま れ る 地 域 の 名 称

開 発 許 可 を 受 け た
者 の 住 所 及 び 氏 名

１５松局建（開）第３１号

平成１６年３月１９日

北条市辻字猪ノ木６９９番１、７００番１、７０１番、７０２番、７０３番、７０４番
、７０５番、７０５番２、７０５番３、７０７番、７０７番２、７０７番３、７０８番１、
７０８番３及び７０８番４

北条市辻１４６１番地
株式会社 小田商店
代表取締役 小 田 質

１５西局丹土（開）第２４号

平成１６年３月１９日
周桑郡丹原町大字願連寺３９７番３

大洲市徳森２３５３番地２５
黒 瀬 研 二

１５松局伊土検（開）第５４号

平成１６年３月２３日

伊予郡松前町大字浜字萓田１０８７番１、１０８７番１７、１０９０番７及び１０９０
番８

伊予市宮下９６６番地２
西 岡 辰 美

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

一 般 国 道 １９７号
西予市城川町下相１０８９番２から

同町下相４３１６番地先まで
平成１６年４月２日

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

一 般 国 道 １９７号
西予市城川町下相１０８９番２から

同町下相４３１６番地先まで

旧 ２３．０～２５．８ ０．０２５

新 ２３．０～２５．８ ０．０２５
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平成１６年４月１日

３ 包括外部監査契約を締結した者に支払うべき監査に要す

る費用の額の算定方法及び支払方法

� 費用の額の算定方法

基本費用の額並びに執務費用及び実費の額の合算

� 費用の支払方法

執務費用及び実費に相当する額の範囲内における概算

払並びに監査の結果に関する報告に基づく支払

公 告

�公 告

平成１６年度において県が発注する建設工事に係る競争入札

又は随意契約の見積り（以下「競争入札等」という。）に加

わろうとする者に必要な資格（以下「資格」という。）並び

にその審査の申請（以下「申請」という。）の時期及び方法

等は、次のとおりである。

なお、既に平成１６年度の建設工事に係る資格を有する者に

ついては、この公告に基づく手続は、要しない。

平成１６年４月２日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 工事種別

� 土木一式工事

� 建築一式工事

� 大工工事

� 左官工事

� とび・土工・コンクリート工事

� 石工事

� 屋根工事

� 電気工事

	 管工事


 タイル・れんが・ブロック工事

� 鋼構造物工事

� 鉄筋工事

 舗装工事

� しゅんせつ工事

� 板金工事

� ガラス工事

� 塗装工事

� 防水工事

� 内装仕上工事

� 機械器具設置工事

� 熱絶縁工事

� 電気通信工事

� 造園工事

� さく井工事

� 建具工事

� 水道施設工事

� 消防施設工事

� 清掃施設工事

２ 建設工事に係る競争入札等に加わることができない者

� 当該競争入札等に係る契約を締結する能力を有しない

者及び破産者で復権を得ない者

� 次のいずれかに該当すると認められる者で、その事実

のあった後２年を経過しないもの（その者を代理人、支

配人その他の使用人又は入札代理人として使用する者を

含む。）

ア 契約の履行に当たり、故意に工事若しくは製造を粗

雑にし、又は物件の品質若しくは数量に関して不正の

行為をした者

イ 競争入札又はせり売りにおいて、その公正な執行を

妨げた者又は公正な価格の成立を害し、若しくは不正

の利益を得るために連合した者

ウ 落札者が契約を締結すること又は契約者が契約を履

行することを妨げた者

エ 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２３４条の２第

１項の規定による監督又は検査の実施に当たり職員の

職務の執行を妨げた者

オ 正当な理由がなくて契約を履行しなかった者

カ アからオまでのいずれかに該当する事実があった後

２年を経過しない者を契約の履行に当たり代理人、支

配人その他の使用人として使用した者

３ 資格

� 競争入札等に加わることができる者は、次のいずれか

に該当する者とする。

ア 愛媛県建設工事請負業者選定要領（昭和３９年７月愛

媛県告示第６０７号。以下「業者選定要領」という。）

第２条の規定による等級別格付け（以下「格付け」と

いう。）をされた者

イ 愛媛県建設工事共同企業体事務取扱要綱（平成６年

１１月愛媛県告示第１２７５号。以下「共同企業体要綱」と

いう。）第１２条第２項において例によることとされる

業者選定要領の規定による格付けをされた経常建設共

同企業体

ウ 共同企業体要綱第５条から第９条までに定める資格

要件を満たすものとして、共同企業体要綱第１１条第２

項の通知を受けた特定建設工事共同企業体（特定建設

工事共同企業体が加わることができる競争入札等の場

合に限る。）

� �の規定にかかわらず、次のいずれかに該当する者は
、資格を有しないものとする。

ア 営業に必要な許可、認可等を得ていない者

イ 資格審査を申請する日前２年間において、振り出し

た手形又は小切手が不渡りとなり、銀行当座取引を停

止されている者

４ 申請の時期

新たに資格の審査を受けようとする者の申請は、執務時

間中（午前８時３０分から午後５時１５分まで）において、随

時受け付ける。ただし、特定建設工事共同企業体に係る申

請は、共同企業体要綱第１０条の規定による特定建設工事共

同企業体による競争入札の公告の日以後に受け付ける。

５ 申請書類の請求先、提出先及び提出方法

� 請求先

社団法人愛媛県建設業協会

〒７９０―０００２

愛媛県松山市二番町四丁目４番地４

愛 媛 県 報平成１６年４月２日 第１５４６号
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電話番号 （０８９）９４３―５３２４

� 提出先及び提出方法

別表の提出先に持参して提出するものとする。

� �及び�の規定にかかわらず、特定建設工事共同企業
体に係る申請書類の請求先及び提出先は、共同企業体要

綱第１０条の規定による特定建設工事共同企業体による競

争入札の公告に定めるところによる。

６ 申請書類の作成に用いる言語及び通貨

� 申請書類の作成に用いる言語は、原則として、日本語

とすること。

� 申請書類のうち、外国語で記載したものは、日本語の

訳文を付記し、又は添付すること。

� 申請書類の金額欄については、外国の通貨単位によら

ず、出納官吏事務規程（昭和２２年大蔵省令第９５号）第１６

条に規定する外国貨幣換算率により日本国通貨に換算し

て記載すること。

７ 特定調達契約に係る競争入札等に加わろうとする者の取

扱い

� 特定調達契約（愛媛県の物品等又は特定役務の調達手

続の特例を定める規則（平成７年愛媛県規則第６９号）第

１条に規定する特定調達契約をいう。以下同じ。）に係

る競争入札等に加わろうとする者は、申請書類を提出す

る際に、特定調達契約に係る競争入札等参加表明書（様

式第１号。以下「参加表明書」という。）を提出するこ

と。ただし、申請書類を提出した後において、特定調達

契約に係る競争入札等に加わろうとするときは、随時、

参加表明書のみを提出すること。

� 参加表明書を提出した者には、資格の審査結果を特定

調達契約に係る競争入札等参加資格審査結果通知書（様

式第２号）により通知する。

８ 資格の効力

資格は、平成１６年度の建設工事に係る競争入札等につい

て効力を有する。ただし、特定建設工事共同企業体に係る

資格は、当該特定建設工事共同企業体を結成して加わろう

とする競争入札等について効力を有する。

９ 平成１７年度及び平成１８年度の資格審査

平成１７年度及び平成１８年度の建設工事に係る競争入札等

に加わろうとする者の資格については、平成１６年９月に公

示を行う予定であるので、当該公示に基づき申請書類を提

出すること。

１０ 問い合わせ先

愛媛県土木部管理局土木管理課建設業係

〒７９０―８５７０

愛媛県松山市一番町四丁目４番地２

電話番号 （０８９）９４１―２１１１ 内線２６４４
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別表（５関係）

申 請 書 類 の 提 出 先 申請者の所在地

愛媛県土木部管理局土木管理課
〒７９０―８５７０ 松山市一番町四丁目４番地２
電話番号 ０８９―９４１―２１１１（内線２６４４）

県外

愛媛県西条地方局四国中央土木事務所事業管理課
〒７９９―０４０４ 四国中央市三島宮川四丁目６番５３号
電話番号 ０８９６―２４―４４５５（内線２５５）

四国中央市

愛媛県西条地方局建設部管理課
〒７９３―００４２ 西条市喜多川７９６番地１
電話番号 ０８９７―５６―１３００（内線４０７）

新居浜市及び西条市

愛媛県西条地方局丹原土木事務所用地管理課
〒７９１―０５０８ 周桑郡丹原町池田１６１１番地
電話番号 ０８９８―６８―７００４（内線２１１）

東予市及び周桑郡

愛媛県今治地方局建設部管理課
〒７９４―００４２ 今治市旭町一丁目４番地９
電話番号 ０８９８―２３―２５００（内線２６２）

今治市及び越智郡

愛媛県松山地方局建設部管理課
〒７９０―８５０２ 松山市北持田町１３２番地
電話番号 ０８９―９４１―１１１１（内線４１９）

松山市、北条市及び温泉郡

愛媛県松山地方局久万土木事務所用地管理課
〒７９１―１２０１ 上浮穴郡久万町久万町５７１番地１
電話番号 ０８９２―２１―１２１０（内線４１４）

上浮穴郡

愛媛県松山地方局伊予土木事務所用地管理課
〒７９９―３１１３ 伊予市米湊２６９番地
電話番号 ０８９―９８２―１２０５（内線４０５）

伊予市及び伊予郡

愛媛県八幡浜地方局大洲土木事務所事業管理課
〒７９５―８５０４ 大洲市田口甲４２５番地１
電話番号 ０８９３―２４―５１２１（内線３０６）

大洲市及び喜多郡

愛媛県八幡浜地方局建設部管理課
〒７９６―００４８ 八幡浜市北浜一丁目３番３７号
電話番号 ０８９４―２２―４１１１（内線４０６）

八幡浜市及び西宇和郡

愛媛県八幡浜地方局西予土木事務所事業管理課
〒７９７―００１５ 西予市宇和町卯之町四丁目４４５番地
電話番号 ０８９４―６２―１３３１（内線２８２）

西予市

愛媛県宇和島地方局建設部管理課
〒７９８―８５１１ 宇和島市天神町７番１号
電話番号 ０８９５―２２―５２１１（内線４０７）

宇和島市及び北宇和郡

愛媛県宇和島地方局御荘土木事務所用地管理課
〒７９８―４１９４ 南宇和郡御荘町平城３０４８
電話番号 ０８９５―７２―１１４５（内線２３３）

南宇和郡

愛 媛 県 報平成１６年４月２日 第１５４６号
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様式第１号（７関係） 特定調達契約に係る競争入札等参加表明書

特定調達契約に係る競争入札等参加表明書

年 月 日

愛媛県知事 殿

郵便番号 □□□―□□□□

主たる営業所の所在地

商号又は名称

代表者又は個人の氏名 �

電話 （ ） － 番

参加を希望する工事種別

愛 媛 県 報平成１６年４月２日 第１５４６号
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様式第２号（７関係） 特定調達契約に係る競争入札等参加資格審査結果通知書

特定調達契約に係る競争入札等参加資格審査結果通知書

第 号

年 月 日

商号又は名称

代表者又は個人の氏名 殿

愛媛県知事 印

１ 資格の有無

工 事 種 別 資 格 の 有 無

２ 有効期間 年 月 日から 年 月 日まで

愛 媛 県 報平成１６年４月２日 第１５４６号
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�愛媛県人事委員会公告第１号
平成１６年度愛媛県警察官（男性）（大学卒及び大学卒特別募集）採用候補者試験公告

平成１６年４月２日

愛媛県人事委員会
�
�
�
�

松山市一番町四丁目４番地２愛媛県庁内 〒７９０－８５７０
�
�
�
�

電話（０８９）９１２－２８２６

愛媛県警察本部
�
�
�
�

松山市南堀端町２番地２ 〒７９０－８５７３
�
�
�
�

電話（０８９）９３４－０１１０ 内線２６２３・２６２４

愛媛県警察官（男性）（大学卒及び大学卒特別募集）採用候補者試験を次のとおり行います。

なお、この試験（大学卒特別募集を除く。）を受けることにより、警視庁、大阪府又は兵庫県の警察官になるみちがありま

す。

１ 受付期間

平成１６年４月５日（月）から４月２８日（水）までの執務時間中（月曜日から金曜日までの午前８時３０分から午後５時１５分

まで）受け付けます。

なお、郵送の場合は、同日までの消印のあるものに限り、受け付けます。

２ 試験区分、採用予定人員及び採用予定時期

試験は、次の試験区分ごとに行いますが、申し込むことができる試験区分は一つに限ります。

なお、試験区分で大学卒を志望する場合は、次のことに注意してください。

� 志望する都府県を第２志望まで選択できます。ただし、愛媛県を第２志望とすることはできません。

� 申込み後の志望都府県の変更はできません。

� 第１志望の都府県で第１次試験に合格した場合、第２志望はなかったものとみなします。

３ 職務の内容

個人の生命、身体及び財産の保護、犯罪の予防及び捜査、被疑者の逮捕、交通の取締りその他公安の維持に従事します。

４ 受験資格

� 日本の国籍を有する者

� 地方公務員法（昭和２５年法律第２６１号）第１６条各号のいずれにも該当しない者

� それぞれの試験について、次に該当する者

５ 試験の方法

試験は、第１次試験及び第２次試験とし、第２次試験は、第１次試験に合格した者に対して行います。

� 第１次試験

ア 教養試験

警察官として必要な一般的知識及び知能について、大学卒業程度の筆記試験（択一式５０題、解答時間２時間３０分）を

行います。

イ 身体検査

警察官として職務執行上必要な身体を有するかどうかについて、次のような基準で検査します。

夏季用運動服を必ず持参してください。

人事委員会公告

試 験 区 分
採 用 予 定 人 員

採用予定時期
愛 媛 県 警 視 庁 大 阪 府 兵 庫 県

大 学 卒 ４５人 程 度 ３ 人 程 度 ８ 人 程 度 ３ 人 程 度 平成１７年４月１日

大 学 卒
特 別 募 集 １８人 程 度 平成１６年１０月１日

試 験 区 分 生 年 月 日 ・ 学 歴 ・ そ の 他

大 学 卒
昭和４９年４月２日から昭和６２年４月１日までに生まれた男子で、学校教育法（昭和２２年法律第２６号）による大学（短

期大学を除く。）若しくはこれと同等と人事委員会が認めるもの（以下「大学等」という。）を卒業した者又は大学等
を平成１７年３月末日までに卒業する見込みの者

大 学 卒
特 別 募 集

ア 昭和４９年４月２日から昭和６１年４月１日までに生まれた男子で、大学等を卒業した者又は大学等を平成１６年９月末
日までに卒業する見込みの者

イ 平成１６年１０月１日の採用に応じられる者

愛 媛 県 報平成１６年４月２日 第１５４６号
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�ア 身 長 １６０センチメートル以上であること。

�イ 体 重 ４７キログラム以上であること。

�ウ 胸 囲 ７８センチメートル以上であること。

�エ 視 力 両眼とも、裸眼視力が０．６以上又は矯正視力が１．０以上であること。

�オ 弁色力 完全であること。

�カ 聴 力 完全であること。

�キ その他 身体に障害その他の異常がなく健康であること。

� 第２次試験

ア 口述試験

イ 作文試験

ウ 身体精密検査

エ 体力検査

オ 適性検査

６ 試験日、場所及び合格発表

※ 愛媛県以外の都府県の合格発表については、志望する都府県に直接問い合わせてください。

７ 合格から採用まで

� この試験の最終合格者は、愛媛県警察官（男性）採用候補者として、試験区分ごとに作成する採用候補者名簿に記載さ

れます。

この名簿は、原則として、大学卒は平成１７年４月以降の、大学卒特別募集は平成１６年１０月以降の採用に対するものであ

り、その有効期間は、この名簿に記載された日（合格通知書に記載）から１年間です。

� 採用は、前記採用候補者名簿に記載された者のうちから任命権者（警察本部長）が選考を行い、決定します。したがっ

て、採用候補者名簿に記載された者がすべて採用されるとは限りません。

また、採用候補者名簿に記載されても、大学卒は平成１７年３月末日までに、大学卒特別募集は平成１６年９月末日までに

大学等を卒業できなかった場合は、採用されません。

� 採用者は、愛媛県巡査に任命されます。任命後は、愛媛県警察学校に入校し、６箇月間初任教養を受けた後、県下各警

察署に配置されます。

� 現行の警察制度では、だれでも成績次第で、管区警察学校又は警察大学校に入校して幹部としての教養を受ける機会が

与えられ、上級の警察官への昇進のみちが開けています。

※ 愛媛県以外の都府県については、志望する都府県に直接問い合わせてください。

８ 給与等

� 初任給は、職員の給与に関する条例（昭和２６年愛媛県条例第５７号）等の規定により、原則として、公安職給料表１級６

号給（現行給料月額１８５，９００円）が支給され、このほか該当者に対しては、扶養手当、住居手当、通勤手当、特殊勤務手

当、超過勤務手当、期末手当、勤勉手当等が支給されます。

� 勤務に必要な被服等が支給されます。

※ 愛媛県以外の都府県については、志望する都府県に直接問い合わせてください。

９ 受験手続

区 分 試 験 区 分 試 験 日 場 所 合 格 発 表

第１次試験

大 学 卒
平成１６年５月１６日

（日曜日）
�
�
�
�

午前 教養試験	�
�

午後 身体検査

松山南高等学校

（松山市末広町１１番地１）

平成１６年５月下旬に愛媛県庁

前掲示板に掲示するほか、合

格した者に通知します。大 学 卒
特 別 募 集

第２次試験

大 学 卒

第１次試験に合格した者に通知します。

平成１６年７月中旬に愛媛県庁

前掲示板に掲示するほか、合

格した者に通知します。大 学 卒
特 別 募 集

申込用紙の請求
愛媛県人事委員会事務局、愛媛県警察本部警務課、愛媛県警察学校又は県下各警察署で交付します。
なお、郵便により請求する場合は、試験区分にかかわらず封筒の表に「警察官（男性）（大卒）請求」と朱書し、９０円

切手（１部につき）をはった、あて先明記の返信用封筒を同封してください。

申込方法及び受
験票の交付

申込書及び受験票（申込みのときは、写真は、はらないこと。）には、必要な事項を記入して愛媛県人事委員会事務局
へ提出してください。申込書の受付と同時に受験票を交付します。受付を終わった受験票には、最近６箇月以内に撮影し
た写真（上半身、脱帽、正面向き、縦６センチメートル、横４．５センチメートル）をはって試験当日持参してください。
なお、郵便により申し込む場合は、封筒の表に「警察官（男性）（大卒）申込み」又は「警察官（男性）（大卒特別募

愛 媛 県 報平成１６年４月２日 第１５４６号
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１０ 例題等の公表

教養試験の例題及び前年度に出題した作文試験の課題を、愛媛県のホームページに掲載しています。また、愛媛県人事委

員会事務局等において閲覧することもできます。

１１ 試験結果の開示

この採用試験の結果については、愛媛県個人情報保護条例第２５条第１項の規定に基づき、次のとおり口頭により開示を請

求することができます。ただし、愛媛県を志望した受験者に限ります。

開示を希望する場合は、受験者本人が、本人であることを確認できる書類（学生証又は身分証明書、運転免許証、旅券、

合格通知書等）を持参のうえ、執務時間中（月曜日から金曜日までの午前８時３０分（合格発表当日のみ、午後１時）から午

後５時１５分まで）に人事委員会事務局へ直接おいでください。

なお、電話、はがき等による開示の請求はできませんので、注意してください。

（注）開示する試験結果は、愛媛県を志望した受験者にかかるもので、愛媛県以外の都府県を第１志望とした受験者にかかる

試験結果の開示については、それぞれの都府県により取扱いが異なります。

�愛媛県人事委員会公告第２号
平成１６年度愛媛県警察官（女性）（大学卒及び大学卒特別募集）採用候補者試験公告

平成１６年４月２日

愛媛県人事委員会
�
�
�
�

松山市一番町四丁目４番地２愛媛県庁内 〒７９０－８５７０
�
�
�
�

電話（０８９）９１２－２８２６

愛媛県警察本部
�
�
�
�

松山市南堀端町２番地２ 〒７９０－８５７３
�
�
�
�

電話（０８９）９３４－０１１０ 内線２６２３・２６２４

愛媛県警察官（女性）（大学卒及び大学卒特別募集）採用候補者試験を次のとおり行います。

１ 受付期間

平成１６年４月５日（月）から４月２８日（水）までの執務時間中（月曜日から金曜日までの午前８時３０分から午後５時１５分

まで）受け付けます。

なお、郵送の場合は、同日までの消印のあるものに限り、受け付けます。

２ 試験区分、採用予定人員及び採用予定時期

試験は、次の試験区分ごとに行いますが、申し込むことができる試験区分は一つに限ります。

３ 職務の内容

個人の生命、身体及び財産の保護、犯罪の予防及び捜査、被疑者の逮捕、交通の取締りその他公安の維持に従事します。

４ 受験資格

� 日本の国籍を有する者

集）申込み」と朱書し、受験票の表に必ずあて先を明記して５０円切手をはったうえで、配達記録郵便又は簡易書留郵便に
より愛媛県人事委員会事務局へ送付してください。
受験票が５月１０日（月）までに手元に届かない場合は、愛媛県人事委員会事務局へ問い合わせてください。

受験手続その他
の問い合わせ先

愛媛県人事委員会事務局、愛媛県警察本部警務課、愛媛県警察学校又は県下各警察署へ問い合わせてください。

そ の 他
愛媛県のホームページ（http：／／www．pref．ehime．jp／）の申請書等電子配布サービスから申込書等を印刷してとりだす

ことができます。この場合の申込方法等については、愛媛県のホームページで確認してください。

区 分 開示請求できる人 開示内容 開 示 期 間 開 示 場 所

第１次試験 第１次試験不合格者 総合得点

及 び

総合順位

合格発表の日から１月間

愛媛県人事委員会事務局

第２次試験 第２次試験受験者 合格発表の日から１月間

試 験 区 分 採用予定人員 採用予定時期

大 学 卒 ６ 人 程 度 平成１７年４月１日

大学卒特別募集 ２ 人 程 度 平成１６年１０月１日

��������������
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� 地方公務員法（昭和２５年法律第２６１号）第１６条各号のいずれにも該当しない者

� それぞれの試験について、次に該当する者

５ 試験の方法

試験は、第１次試験及び第２次試験とし、第２次試験は、第１次試験に合格した者に対して行います。

� 第１次試験

ア 教養試験

警察官として必要な一般的知識及び知能について、大学卒業程度の筆記試験（択一式５０題、解答時間２時間３０分）を

行います。

イ 身体検査

警察官として職務執行上必要な身体を有するかどうかについて、次のような基準で検査します。

夏季用運動服を必ず持参してください。

�ア 身 長 １５５センチメートル以上であること。

�イ 体 重 ４５キログラム以上であること。

�ウ 視 力 両眼とも、裸眼視力が０．６以上又は矯正視力が１．０以上であること。

�エ 弁色力 完全であること。

�オ 聴 力 完全であること。

�カ その他 身体に障害その他の異常がなく健康であること。

� 第２次試験

ア 口述試験

イ 作文試験

ウ 身体精密検査

エ 体力検査

オ 適性検査

６ 試験日、場所及び合格発表

７ 合格から採用まで

� この試験の最終合格者は、愛媛県警察官（女性）採用候補者として、試験区分ごとに作成する採用候補者名簿に記載さ

れます。

この名簿は、原則として、大学卒は平成１７年４月以降の、大学卒特別募集は平成１６年１０月以降の採用に対するものであ

り、その有効期間は、この名簿に記載された日（合格通知書に記載）から１年間です。

� 採用は、前記採用候補者名簿に記載された者のうちから任命権者（警察本部長）が選考を行い、決定します。したがっ

て、採用候補者名簿に記載された者がすべて採用されるとは限りません。

また、採用候補者名簿に記載されても、大学卒は平成１７年３月末日までに、大学卒特別募集は平成１６年９月末日までに

大学等を卒業できなかった場合は、採用されません。

� 採用者は、愛媛県巡査に任命されます。任命後は、愛媛県警察学校に入校し、６箇月間初任教養を受けた後、県下各警

察署に配置されます。

� 現行の警察制度では、だれでも成績次第で、管区警察学校又は警察大学校に入校して幹部としての教養を受ける機会が

試 験 区 分 生 年 月 日 ・ 学 歴 ・ そ の 他

大 学 卒
昭和４９年４月２日から昭和６２年４月１日までに生まれた女子で、学校教育法（昭和２２年法律第２６号）による大学（短

期大学を除く。）若しくはこれと同等と人事委員会が認めるもの（以下「大学等」という。）を卒業した者又は大学等
を平成１７年３月末日までに卒業する見込みの者

大 学 卒
特 別 募 集

ア 昭和４９年４月２日から昭和６１年４月１日までに生まれた女子で、大学等を卒業した者又は大学等を平成１６年９月末
日までに卒業する見込みの者

イ 平成１６年１０月１日の採用に応じられる者

区 分 試 験 区 分 試 験 日 場 所 合 格 発 表

第１次試験

大 学 卒
平成１６年５月１６日

（日曜日）
�
�
�
�

午前 教養試験	�
�

午後 身体検査

松山南高等学校

（松山市末広町１１番地１）

平成１６年５月下旬に愛媛県庁

前掲示板に掲示するほか、合

格した者に通知します。大 学 卒
特 別 募 集

第２次試験

大 学 卒

第１次試験に合格した者に通知します。

平成１６年７月中旬に愛媛県庁

前掲示板に掲示するほか、合

格した者に通知します。大 学 卒
特 別 募 集
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正 誤

�正 誤

平成１６年３月３０日付け第１５４５号愛媛県人事委員会規則７－

９９２（特地勤務手当等に関する規則の一部を改正する規則）

中

与えられ、上級の警察官への昇進のみちが開けています。

８ 給与等

� 初任給は、職員の給与に関する条例（昭和２６年愛媛県条例第５７号）等の規定により、原則として、公安職給料表１級６

号給（現行給料月額１８５，９００円）が支給され、このほか該当者に対しては、扶養手当、住居手当、通勤手当、特殊勤務手

当、超過勤務手当、期末手当、勤勉手当等が支給されます。

� 勤務に必要な被服等が支給されます。

９ 受験手続

１０ 例題等の公表

教養試験の例題及び前年度に出題した作文試験の課題を、愛媛県のホームページに掲載しています。また、愛媛県人事委

員会事務局等において閲覧することもできます。

１１ 試験結果の開示

この採用試験の結果については、愛媛県個人情報保護条例第２５条第１項の規定に基づき、次のとおり口頭により開示を請

求することができます。

開示を希望する場合は、受験者本人が、本人であることを確認できる書類（学生証又は身分証明書、運転免許証、旅券、

合格通知書等）を持参のうえ、執務時間中（月曜日から金曜日までの午前８時３０分（合格発表当日のみ、午後１時）から午

後５時１５分まで）に人事委員会事務局へ直接おいでください。

なお、電話、はがき等による開示の請求はできませんので、注意してください。

申込用紙の請求
愛媛県人事委員会事務局、愛媛県警察本部警務課、愛媛県警察学校又は県下各警察署で交付します。
なお、郵便により請求する場合は、試験区分にかかわらず封筒の表に「警察官（女性）（大卒）請求」と朱書し、９０円
切手（１部につき）をはった、あて先明記の返信用封筒を同封してください。

申込方法及び受
験票の交付

申込書及び受験票（申込みのときは、写真は、はらないこと。）には、必要な事項を記入して愛媛県人事委員会事務局
へ提出してください。申込書の受付と同時に受験票を交付します。受付を終わった受験票には、最近６箇月以内に撮影し
た写真（上半身、脱帽、正面向き、縦６センチメートル、横４．５センチメートル）をはって試験当日持参してください。
なお、郵便により申し込む場合は、封筒の表に「警察官（女性）（大卒）申込み」又は「警察官（女性）（大卒特別募

集）申込み」と朱書し、受験票の表に必ずあて先を明記して５０円切手をはったうえで、配達記録郵便又は簡易書留郵便に
より愛媛県人事委員会事務局へ送付してください。
受験票が５月１０日（月）までに手元に届かない場合は、愛媛県人事委員会事務局へ問い合わせてください。

受験手続その他
の問い合わせ先

愛媛県人事委員会事務局、愛媛県警察本部警務課、愛媛県警察学校又は県下各警察署へ問い合わせてください。

そ の 他
愛媛県のホームページ（http：／／www．pref．ehime．jp／）の申請書等電子配布サービスから申込書等を印刷してとりだす
ことができます。この場合の申込方法等については、愛媛県のホームページで確認してください。

区 分 開示請求できる人 開示内容 開 示 期 間 開 示 場 所

第１次試験 第１次試験不合格者 総合得点

及 び

総合順位

合格発表の日から１月間

愛媛県人事委員会事務局

第２次試験 第２次試験受験者 合格発表の日から１月間

ページ 箇 所 誤 正

３４８ 上から９行目
別表第１伊予三島市
の項の項を次のよう
に改める。

別表第１伊予三島市
の項を次のように改
める。

平成１６年４月２日 印刷
平成１６年４月２日 発行

購読料（送料共） １箇月１，７５０円３７０
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